
人手不足解消に効果のあるＩｏＴやロボット等の省力化製品の導入を支援する「中小企業省力

化投資補助金」では、補助対象となる製品を随時追加しており、既に所有する製品を置き換える

場合でも条件を満たせば対象となりました。

◆省力化投資補助金の対象者や補助率など

本補助金は、人手不足に悩む中小企業等が清掃ロボットや検品・仕分システム、自動精算機な

どの人手不足解消に効果があり、簡易・迅速に導入できる汎用製品が登録されているカタログ

（事務局ホームページに掲載）から自社の課題に合った製品を選択し、その販売事業者と共同で

労働生産性を向上させる事業計画を策定した上で、交付申請を行います。

対象事業者や補助率などは次のとおりです。

◎補助対象事業者……＊人手不足の状態にある、＊全ての従業員の賃金が最低賃金を超えている

等の要件を満たす中小企業等が対象です。

◎補助率・補助上限額……補助率は１／２です。また、補助上限額は従業員数で異なり、５名以

下は２００万円、６～２０名は５００万円、２１名以上は１千万円が上限額です（一定の賃上げ

を実施した場合は上限額が１.５倍になります）。

◎補助対象経費……カタログに登録されている省力化製品の「製品本体価格」と「導入に要する

費用（設置作業や運搬費など）」が対象経費となります。

◎応募・交付申請……申請は当面の間、随時受付が行われており、中小企業等と販売事業者が共

同で申請する必要があります。なお、今後は補助額の合計が補助上限額に達するまで複数回の申

請ができるようになる予定です。
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～河野会計事務所からのお知らせ～

年末調整の準備は進んでいますか？記入漏れ

等の無いよう、ご協力をお願いいたします。

来年1月の源泉所得税の納期限は、1月10日

（金）＜納期特例を受けている場合は、1月20

日（月）＞です。

省力化製品の導入支援「省力化投資補助金」

来年の裁判員候補者に通知が届きます
国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する裁判員制度では、毎年１１月に翌年の裁判

員候補者名簿に登録されて裁判員に選ばれる可能性がある方へ「裁判員候補者名簿への記載のお

知らせ」が裁判所から届きます。

名簿の中から事件ごとに裁判員候補者が選ばれるため、登録された段階では必ずしも裁判員に

選ばれるわけではありません。

同封の調査票を確認し、該当する辞退事由などがある場合は必要事項を記入の上、返送します。
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税金や社会保険に係る「年収の壁」

現在、国の政策協議をめぐり「年収１０３

万円の壁」が話題となっていますが、会社員

の配偶者等（被扶養者）がパート等で働く場

合に意識する年収の壁には、税金や社会保険

に係る複数の壁があります。

◆税金に係る年収の壁

◎１０３万円の壁……所得税が課税されるラ

インとなります。パート収入から差し引く給

与所得控除（最低５５万円）と基礎控除（４

８万円）の合計が１０３万円となるため、所

得がパート収入のみで年収１０３万円以下の

場合、所得税は課税されません。また、扶養

している方が配偶者控除（３８万円）や扶養

控除（３８万円）を受ける場合の配偶者等の

年収ラインでもあります。なお、配偶者の年

収が１０３万円超でも配偶者特別控除（最大

３８万円）が受けられます。

◎１５０万円の壁……配偶者特別控除で３８

万円の控除額が受けられる配偶者の年収ライ

ンとなり、１５０万円を超えると控除額は段

階的に減少します。

◎２０１万円の壁……配偶者特別控除を受け

られる配偶者の年収ラインであり、２０１.

６万円以上になると控除は受けられません。

◆社会保険に係る年収の壁

◎１０６万円の壁……被保険者数５１人以上

の事業所で働く短時間労働者が社会保険（厚

生年金・健康保険）の加入対象となる場合の

年収ラインとなり、月額賃金が８.８万円以

上（年収換算で約１０６万円）などの基準を

満たす場合は自身が被保険者となります。

◎１３０万円の壁……上記以外の事業所で働

く短時間労働者が被扶養者から外れる場合の

年収ラインとなり、１３０万円以上になると

自身で国民年金・国民健康保険などに加入し

ます。

年末にふるさと納税を行う場合の注意点

ふるさと納税は年間を通じて行うことがで

きますが、１１月～１２月にかけて申し込み

を行う方が多くなります。

令和６年分のふるさと納税として税金の控

除を受けるには寄附金の支払いが年内に完了

している必要がありますが、年内の受付を早

めに締切る自治体もありますので、年末にふ

るさと納税を行う方は寄附先の期限を確認し

ておきます。

また、確定申告が不要な給与所得者等で、

寄附先が５自治体以内の方は確定申告をしな

くても税金の控除が受けられる「ワンストッ

プ特例」を利用できますが、寄附先の自治体

へ申請書等を翌年１月１０日までに提出する

必要があります。

マイナ保険証を持たない方に資格確認書

本年１２月２日以降、現行の健康保険証は

新規発行されなくなり、マイナンバーカード

を健康保険証として利用する「マイナ保険

証」が基本となります。現行の健康保険証も

有効期限まで（有効期限がない保険証は来年

１２月１日まで）は使用することが可能です

が、転職などで保険者（協会けんぽ、健保組

合、国保など）の異動があった場合はその時

点までとなります。

また、マイナンバーカードを取得していな

い方や、マイナ保険証の利用登録をしていな

い方には、有効期限内に保険証の代わりとな

る「資格確認書」が保険者から交付されます。

この資格確認書の交付にあたって手続や申請

は原則不要です。
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事業活動計算書各論

サービス活動収益① 概要、介護保険事業収益総合福祉

１（１）．介護保険事業収益

介護保険事業収益とは、介護サービスを提供した対価として、介護保険の施設介護料、居宅介護料、地

域密着型介護料、居宅介護支援介護料、介護予防・日常生活支援総合事業費、利用者等利用料が計上され

ます。また、その他介護事業に関連して、国及び地方公共団体から交付される補助金事業や介護事業に関

連して、地方公共団体収益から委託された事業に関する収入、その利用者からの収入も介護保険事業収益

として計上されます。勘定科目に関する詳細な説明は「適用上の留意事項 別添3 勘定科目説明」に定め

られていますが、多岐にわたる介護サービスの種類とサービスの対価の請求先によって、使用する勘定科

目が異なることに留意が必要です。 その関係をまとめたものが下表となります。

１．サービス活動収益とは

社会福祉法人におけるサービス活動収益とは、社会福祉法人としての経常的な事業から獲得した収益を

計上する区分で、一般事業会社では「売上」に近いものです。

「運用上の留意事項」において、事業活動計算書におけるサービス活動収益として、提供するサービスの

種類ごとに下表の勘定科目が定められ、その説明がされています。



本部会計の区分状況について

～拠点区分での分析では大きな差異も生じます～
経営分析

(総合福祉研究会)

経営状況を個別に検討していく場合には、法人全体のみならず、拠点区分ごとやサービス区分ごとの分

析も必要となります。その際には本部機能を含んだ拠点であるか否かを考慮する必要も出てきます。

厚生労働省の｢社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム｣の2023年度開示データ(令和４年度決算分

)から｢本部会計｣を含む拠点を抽出すると18,804拠点あり、その平均経常増減差額率は▲4.46％でした

。本部会計を拠点区分で整理している場合、社会福祉事業に関する収益はほとんどありませんので、赤字

の割合が大きくなります。本部会計を含まない拠点の平均経常増減差額率は3.22％ありますので、本部

会計を含んでいるかいないかは大きな差となります。余談ですが、令和４年度の分析に用いた法人数は

20,770法人あります。単なる誤入力かもしれませんが、２千弱の法人が拠点区分でもサービス区分でも

本部会計を立てていないことになります。

また法人本部に係る費用については、｢理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報酬等その他

の拠点区分又はサービス区分に属さないものであって、法人本部の帰属とすることが妥当なもの｣とされ

ています。役員報酬を計上している拠点は13,832拠点ありますが、本部会計のコードを立てていない

2,307拠点で役員報酬を計上しています。施設長が理事の場合、施設長給与は各拠点で支出してかまいま

せんが、役員報酬として支出した場合には、本部会計から支出すべきかと考えます。(総合福祉研究会)
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